
 

 

 

出店の際には許可証か臨時出店届の提

出が必要です。 

許可証の発行に関することはこちら 

 

丹波県民局丹波健康福祉事務所 

〒669-3309 

許可証の注意事項 

届出食品が、当日販売する食品

と異なることのないよう 

お願いします。 

許可証の提出を頂いていて、再提出を

お願いした方は、２の所在地が丹波市

を含んでいない、また調理（簡単な盛

りつけも含む）が必要な場合は実店舗

の営業許可では不可になりますのでご

注意ください。 

 

※店舗の営業許可とは別に屋外するた

めの露店営業許可証が必要です。 

 


